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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第109期

第３四半期連結
累計期間

第110期
第３四半期連結
累計期間

第109期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

営業収益（百万円） 36,973 36,568 49,386

経常利益（百万円） 1,047 719 1,275

四半期（当期）純利益（百万円） 594 535 649

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
690 618 816

純資産額（百万円） 18,361 19,017 18,487

総資産額（百万円） 38,351 40,370 41,002

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
20.58 18.53 22.46

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 47.3 46.5 44.5

　

回次
第109期

第３四半期連結
会計期間

第110期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
9.20 7.83

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．第109期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」
（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　
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２【事業の内容】

　当社グループは、株式会社丸運（当社）及び子会社33社により構成されております。グループの主たる事業として陸

運業を営み、貨物輸送、液体輸送、国際物流等の物流全般にわたる事業展開を行っております。 

　当第３四半期連結累計期間における、各セグメントに係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次の

とおりであります。

＜貨物輸送＞

　平成23年６月、新たに食品物流事業に参入するため、「株式会社トワード」と合弁で「丸運トワード物流株式会社」

（当社60%出資）を設立し、同年10月から営業を開始しました。

＜液体輸送＞

　主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。

＜国際物流＞

　平成23年10月、中国における物流事業の更なる展開のため、中国江蘇省常州市に、「常州安科迅物流有限公司」と合

弁で「丸運安科迅物流（常州）有限公司」（当社70%出資）を設立し、同年12月から営業を開始しました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。

（1）経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災（以下「震災」という。）により大幅に落ち込

んだ生産や輸出が徐々に回復しましたが、夏場以降は、欧州債務問題等による海外経済の減速や円高の影響などか

ら回復のペースが大幅に鈍化し、今後も、震災からの復興需要が期待される一方、国内・海外とも景気の下振れが懸

念される状況にあります。　

陸運業界においては、震災により国内貨物輸送量が落ち込み、その後も景気停滞や自然災害もあって回復が遅れ

ています。国際貨物については、円高により輸出が減少し、輸入が増加する傾向にあります。この間、燃油費や国際輸

送運賃等が上昇する中で、顧客の物流費削減の動きに同業者間の競争が加わって、運賃値下げ圧力や選別が強まる

など、厳しい経営環境が続きました。　

　

このような状況下にあって、当社グループは、今年度を「収益基盤を強固にし、将来の飛躍に向けた一歩を踏み出

す年」と位置づけ、全国ネットワークと多様な輸送手段を活用して顧客に物流合理化の提案を行なう営業開発を推

進するとともに、引き続き業務の効率化やコスト削減に取り組みました。また、今年度の重点施策である「首都圏物

流拠点の整備・拡充」、「食品物流事業への本格的参入」及び「国際物流事業の拡大・強化」について、具体的に、

新物流センターの建設や他社との合弁による事業の立ち上げに注力しました。　

　

これらの結果、営業収益は、主力の貨物輸送や液体輸送の取扱量の減少により、前年同四半期に比べ1.1％減の365

億68百万円となりました。経常利益は、引き続き自車稼働率の向上や固定費の削減に努めましたが、営業収益の減少

や販売費及び一般管理費の増加、さらに食品物流合弁会社の営業開始に伴う初期損失が発生したことから、前年同

四半期に比べ31.3％減の7億19百万円となりました。また、四半期純利益は、特別損益において固定資産売却益等は

ありましたが、経常利益の減益に加え、税制改正による法人税率の低下に伴い法人税等調整額が増加したことから、

前年同四半期に比べ10.0％減の5億35百万円となりました。

　

セグメント別の業績概況は、次のとおりであります。　

　

①貨物輸送

昨年秋の食品物流合弁会社の営業開始や主要顧客の潤滑油製品輸送の元請化による取扱いの増加はありまし

たが、依然として非鉄金属を中心とした素材関連貨物の回復は鈍く、また、鉄道コンテナ輸送において上半期に多

発した自然災害による輸送障害の影響が大きく、全体の取扱量は減少しました。

この結果、営業収益は前年同四半期に比べ1.2%減少しました。

②液体輸送

化成品の輸送量は前年同期並みに推移しましたが、主力のガソリン等石油製品の輸送においては、震災の被災

地を中心に回復の傾向にあったものの、震災や自動車の燃料転換による需要減退の影響が大きく、部門全体では

輸送量が減少しました。

この結果、営業収益は前年同四半期に比べ2.6％減少しました。

③国際物流

世界的な電子部品・材料の需要減退に伴う貨物量の減少はありましたが、震災で被災した国内工場の復旧、タ

イの洪水の影響による自動車関連工場の供給体制の再編、円高による国内工場の海外シフトの進展等から、当部

門の貨物取扱量は増加しました。

この結果、営業収益は前年同四半期に比べ7.8％増加しました。
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（2）財政状態の分析　

資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期末の総資産は403億70百万円となり、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）に比べ6億32百

万円減少しました。

このうち、流動資産は105億14百万円となり、5億27百万円増加しました。この主な要因は、有価証券の取得4億99百

万円によるものです。

また、固定資産は298億5百万円となり、12億10百万円減少しました。この主な要因は、新物流センター建設等の設

備投資はありましたが、減価償却や土地の売却等による有形固定資産の減少4億円、投資有価証券及び関係会社株式

の時価の下落等による減少2億50百万円、本店の移転等に伴う差入保証金の返還による減少1億35百万円並びに土地

の売却及び税制改正による税率低下に伴う長期繰延税金資産の取崩しによる減少3億80百万円によるものです。

当第３四半期末の負債合計は213億53百万円となり、前期末に比べ11億62百万円減少しました。この主な要因は、

長期借入金の返済による減少4億84百万円並びに土地の売却及び税率低下に伴う再評価に係る繰延税金負債の減少

8億2百万円によるものです。

純資産合計は190億17百万円となり、前期末に比べ5億29百万円増加しました。この主な要因は、利益剰余金の増加

10億22百万円、その他有価証券評価差額金の減少1億92百万円及び土地再評価差額金の減少3億34百万円によるもの

です。この結果、自己資本比率は前期末の44.5%から46.5%となりました。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動　

該当事項はありません。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 56,000,000

計 56,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成24年２月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 28,965,449 28,965,449
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 28,965,449 28,965,449 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。　

　

　　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　該当事項はありません。　

　

　　

（４）【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。　

　

　　　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成23年10月１日～

平成23年12月31日
－ 28,965,449－ 3,559 － 3,076

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

直前の基準日（平成23年９月30日）における株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

　 平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　70,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　28,854,800 288,548 －

単元未満株式 普通株式　　　39,849 － －

発行済株式総数 28,965,449 － －

総株主の議決権 － 288,548 －

　

 

②【自己株式等】

　 平成23年12月31日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合（％）

株式会社丸運
東京都中央区日本

橋小網町７番２号
70,800 － 70,800 0.24

計 － 70,800 － 70,800 0.24

（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数10

個）あります。当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

 

２【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間までにおいて、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、清陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,409 2,442

受取手形及び営業未収入金 6,750 6,717

有価証券 30 530

原材料及び貯蔵品 43 73

その他 767 762

貸倒引当金 △14 △10

流動資産合計 9,986 10,514

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,101 6,151

土地 19,585 18,358

その他（純額） 1,714 2,490

有形固定資産合計 27,401 27,001

無形固定資産 195 168

投資その他の資産

投資有価証券 2,174 1,924

その他 1,369 824

貸倒引当金 △125 △113

投資その他の資産合計 3,419 2,635

固定資産合計 31,016 29,805

繰延資産 － 50

資産合計 41,002 40,370

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 4,166 4,264

短期借入金 4,702 4,903

未払法人税等 426 262

賞与引当金 584 282

災害損失引当金 39 2

その他 2,169 2,394

流動負債合計 12,088 12,110

固定負債

長期借入金 4,345 3,861

再評価に係る繰延税金負債 3,195 2,393

退職給付引当金 2,170 2,164

役員退職慰労引当金 44 53

その他 670 770

固定負債合計 10,426 9,242

負債合計 22,515 21,353
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,559 3,559

資本剰余金 3,077 3,077

利益剰余金 8,622 9,644

自己株式 △19 △20

株主資本合計 15,239 16,261

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 502 310

繰延ヘッジ損益 △5 △2

土地再評価差額金 2,528 2,193

その他の包括利益累計額合計 3,025 2,501

少数株主持分 222 254

純資産合計 18,487 19,017

負債純資産合計 41,002 40,370
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

営業収益 36,973 36,568

営業原価 34,319 34,222

営業総利益 2,653 2,346

販売費及び一般管理費 1,622 1,682

営業利益 1,031 663

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 45 48

助成金収入 36 39

その他 46 61

営業外収益合計 131 151

営業外費用

支払利息 83 81

その他 31 14

営業外費用合計 114 95

経常利益 1,047 719

特別利益

固定資産売却益 28 442

貸倒引当金戻入額 15 －

収用補償金 － 53

退職給付制度改定益 － 22

その他 1 1

特別利益合計 45 519

特別損失

固定資産除売却損 9 33

貸倒引当金繰入額 7 1

投資有価証券評価損 14 54

ゴルフ会員権評価損 － 8

ゴルフ会員権売却損 － 6

減損損失 7 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23 －

災害による損失 － 23

特別損失合計 61 133

税金等調整前四半期純利益 1,032 1,105

法人税、住民税及び事業税 297 403

法人税等調整額 133 233

法人税等合計 430 636

少数株主損益調整前四半期純利益 601 468

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △66

四半期純利益 594 535
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 601 468

その他の包括利益

土地再評価差額金 － 339

その他有価証券評価差額金 88 △192

繰延ヘッジ損益 0 2

その他の包括利益合計 89 150

四半期包括利益 690 618

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 684 685

少数株主に係る四半期包括利益 6 △66
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

 連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、新規の設立により丸運トワード物流株式会社を連結の範囲に含めております。　

　

【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　当社グループ（当社及び連結子会社）が保有する有形固定資産の減価償却方法については、従来、主たる建物及び車両

運搬具については定額法、その他の有形固定資産については主として定率法により減価償却を行ってきましたが、第１

四半期連結会計期間において管理システムの導入を契機に有形固定資産の投資効果を改めて検討した結果、時の経過と

共に著しい劣化又は機能の低下が発生する固定資産は少なく、使用可能期間にわたり取得原価を均等に期間配分するこ

とが合理的であり、期間損益が適正になると判断したため、全ての有形固定資産の減価償却方法を定額法とし、将来にわ

たり変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

それぞれ63百万円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響については、（セグメント情報等）に記載して

おります。

　　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114

号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及

び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法

定実効税率は従来の40.70％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結会計

年度までに解消が見込まれる一時差異については38.01％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見

込まれる一時差異については35.64％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控

除した金額）は111百万円減少し、法人税等調整額は135百万円増加しております。
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第３四半期連結累計期間に係る四

半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（の

れんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 1,132百万円 1,049百万円

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年５月19日

取締役会
普通株式 115 4.0 平成22年３月31日 平成22年６月９日 利益剰余金

平成22年10月27日

取締役会
普通株式 101 3.5 平成22年９月30日 平成22年12月７日利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年５月19日

取締役会
普通株式 101 3.5 平成23年３月31日 平成23年６月10日利益剰余金

平成23年10月27日

取締役会
普通株式 86 3.0 平成23年９月30日 平成23年12月６日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）　

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報　　

　 （単位：百万円）

 
貨物輸送　
　

液体輸送 国際物流
その他
の事業　

合計
調整額
（注１）　

四半期連結損益
計算書計上額
（注２）　

営業収益    　    

外部顧客への営業収益 20,70112,5483,474 24836,973 － 36,973
セグメント間の内部
営業収益又は振替高

382 38 27 700 1,150△1,150 －

計 21,08412,5873,502 94838,123△1,150 36,973

セグメント利益又は損失（△） 420 522 △7 16 952 95 1,047

（注）１．セグメント利益の調整額95百万円は、各報告セグメントに配分していない全社収益・費用の純額等

であります。　

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）　

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報　　

　 （単位：百万円）

 
貨物輸送　
　

液体輸送 国際物流
その他
の事業　

合計
調整額
（注１）　

四半期連結損益
計算書計上額
（注２）　

営業収益    　    

外部顧客への営業収益 20,44912,2233,747 14736,568 － 36,568
セグメント間の内部
営業収益又は振替高

401 23 27 653 1,106△1,106 －

計 20,85112,2473,775 80137,674△1,106 36,568

セグメント利益又は損失（△） 260 436 23 17 736 △17 719

（注）１．セグメント利益の調整額△17百万円は、各報告セグメントに配分していない全社収益・費用の純額

等であります。　

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　（有形固定資産の減価償却方法の変更）　

　会計方針の変更等に記載のとおり、当社グループ（当社及び連結子会社）が保有する有形固定資産の減価

償却方法については、従来、主たる建物及び車両運搬具については定額法、その他の有形固定資産については

主として定率法により減価償却を行ってきましたが、第１四半期連結会計期間において管理システムの導入

を契機に有形固定資産の投資効果を改めて検討した結果、時の経過と共に著しい劣化又は機能の低下が発生

する固定資産は少なく、使用可能期間にわたり取得原価を均等に期間配分することが合理的であり、期間損

益が適正になると判断したため、全ての有形固定資産の減価償却方法を定額法とし、将来にわたり変更して

おります。 

　これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益は、「貨物輸送」で47百万

円、「液体輸送」で4百万円、「国際物流」で1百万円、「その他の事業」で7百万円増加しております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 20円58銭 18円53銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（百万円） 594 535

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 594 535

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,895 28,894

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　平成23年10月27日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ)　配当金の総額………………………………………86百万円

（ロ)　１株当たりの金額…………………………………３円00銭

（ハ)　支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年12月６日

（注)　　平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っています。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

   平成24年２月10日
    

株式会社丸運    

取締役会　御中    
    

 清陽監査法人
    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 斉藤　孝　　　印

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 大河原　恵史　印

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 鈴木　智喜　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社丸運の平

成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成23年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社丸運及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態及び同

日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点

において認められなかった。

　

強調事項

　「会計方針の変更等」に記載されているとおり、当社及び連結子会社は、従来、有形固定資産の減価償却方法は主たる建

物及び車両運搬具については定額法、その他の有形固定資産については主として定率法を採用していたが、第１四半期連

結会計期間より定額法に変更している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。　

　　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

株式会社丸運(E04182)

四半期報告書

19/19


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更
	会計方針の変更等
	追加情報
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

